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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の電極上に正孔輸送材料を有する正孔輸送領域と、
　前記正孔輸送領域上に混合領域と、
　前記混合領域上に電子輸送材料を有する電子輸送領域と、
　前記電子輸送領域上に第２の電極と、を有し、
　前記混合領域は、前記正孔輸送材料と、前記電子輸送材料と、赤色の三重項発光材料と
、キャリアまたは分子励起子の拡散をブロックする機能を有するブロッキング性材料と、
を含み、
　前記ブロッキング性材料は、前記混合領域の端部のみに含まれており、
　前記混合領域において、前記正孔輸送材料の濃度は、前記正孔輸送領域から前記電子輸
送領域に向かって減少し、前記電子輸送材料の濃度は、前記正孔輸送領域から前記電子輸
送領域に向かって増加するように含まれていることを特徴とする発光素子。
【請求項２】
　第１の電極上に正孔輸送材料を有する正孔輸送領域と、
　前記正孔輸送領域上に混合領域と、
　前記混合領域上に電子輸送材料を有する電子輸送領域と、
　前記電子輸送領域上に第２の電極と、を有し、
　前記混合領域は、前記正孔輸送材料と、前記電子輸送材料と、赤色の三重項発光材料と
、キャリアまたは分子励起子の拡散をブロックする機能を有するブロッキング性材料と、
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を含み、
　前記ブロッキング性材料は、前記混合領域の端部のみに含まれており、
　前記赤色の三重項発光材料は、前記混合領域の中央部のみに含まれており、
　前記混合領域において、前記正孔輸送材料の濃度は、前記正孔輸送領域から前記電子輸
送領域に向かって減少し、前記電子輸送材料の濃度は、前記正孔輸送領域から前記電子輸
送領域に向かって増加するように含まれていることを特徴とする発光素子。
【請求項３】
　赤色の発光素子と、緑色の発光素子と、青色の発光素子と、を含む表示装置であって、
　前記赤色の発光素子は、
　第１の電極上に正孔輸送材料を有する正孔輸送領域と、
　前記正孔輸送領域上に混合領域と、
　前記混合領域上に電子輸送材料を有する電子輸送領域と、
　前記電子輸送領域上に第２の電極と、を有し、
　前記混合領域は、前記正孔輸送材料と、前記電子輸送材料と、赤色の三重項発光材料と
、キャリアまたは分子励起子の拡散をブロックする機能を有するブロッキング性材料と、
を含み、
　前記ブロッキング性材料は、前記混合領域の端部のみに含まれており、
　前記混合領域において、前記正孔輸送材料の濃度は、前記正孔輸送領域から前記電子輸
送領域に向かって減少し、前記電子輸送材料の濃度は、前記正孔輸送領域から前記電子輸
送領域に向かって増加するように含まれており、
　前記緑色の発光素子は、電子輸送性を有する緑色の一重項発光材料を含み、
　前記青色の発光素子は、正孔輸送性を有する青色の一重項発光材料を含むことを特徴と
する表示装置。
【請求項４】
　赤色の発光素子と、緑色の発光素子と、青色の発光素子と、を含む表示装置であって、
　前記赤色の発光素子は、
　第１の電極上に正孔輸送材料を有する正孔輸送領域と、
　前記正孔輸送領域上に混合領域と、
　前記混合領域上に電子輸送材料を有する電子輸送領域と、
　前記電子輸送領域上に第２の電極と、を有し、
　前記混合領域は、前記正孔輸送材料と、前記電子輸送材料と、赤色の三重項発光材料と
、キャリアまたは分子励起子の拡散をブロックする機能を有するブロッキング性材料と、
を含み、
　前記ブロッキング性材料は、前記混合領域の端部のみに含まれており、
　前記赤色の三重項発光材料は、前記混合領域の中央部のみに含まれており、
　前記混合領域において、前記正孔輸送材料の濃度は、前記正孔輸送領域から前記電子輸
送領域に向かって減少し、前記電子輸送材料の濃度は、前記正孔輸送領域から前記電子輸
送領域に向かって増加するように含まれており、
　前記緑色の発光素子は、電子輸送性を有する緑色の一重項発光材料を含み、
　前記青色の発光素子は、正孔輸送性を有する青色の一重項発光材料を含むことを特徴と
する表示装置。
【請求項５】
　赤色の発光素子と、緑色の発光素子と、青色の発光素子と、を含む表示装置であって、
　前記赤色の発光素子は、
　第１の電極上に第１の正孔輸送材料を有する第１の正孔輸送領域と、
　前記第１の正孔輸送領域上に第１の混合領域と、
　前記第１の混合領域上に第１の電子輸送材料を有する第１の電子輸送領域と、
　前記第１の電子輸送領域上に第２の電極と、を有し、
　前記第１の混合領域は、前記第１の正孔輸送材料と、前記第２の電子輸送材料と、赤色
の三重項発光材料と、キャリアまたは分子励起子の拡散をブロックする機能を有するブロ
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ッキング性材料と、を含み、
　前記ブロッキング性材料は、前記第１の混合領域の端部のみに含まれており、
　前記第１の混合領域において、前記第１の正孔輸送材料の濃度は、前記第１の正孔輸送
領域から前記第１の電子輸送領域に向かって減少し、前記第１の電子輸送材料の濃度は、
前記第１の正孔輸送領域から前記第１の電子輸送領域に向かって増加するように含まれて
おり、
　前記緑色の発光素子は、
　前記第１の電極上に第２の正孔輸送材料を有する第２の正孔輸送領域と、
　前記第２の正孔輸送領域上に第２の混合領域と、
　前記第２の混合領域上に第２の電子輸送材料を有する第２の電子輸送領域と、
　前記第２の電子輸送領域上に前記第２の電極と、を有し、
　前記第２の混合領域は、前記第２の正孔輸送材料と、前記第２の電子輸送材料と、を含
み、
　前記第２の電子輸送材料は、電子輸送性を有する緑色の一重項発光材料であり、
　前記青色の発光素子は、
　前記第１の電極上に第３の正孔輸送材料を有する第３の正孔輸送領域と、
　前記第３の正孔輸送領域上に第３の混合領域と、
　前記第３の混合領域上に第３の電子輸送材料を有する第３の電子輸送領域と、
　前記第３の電子輸送領域上に前記第２の電極と、を有し、
　前記第３の混合領域は、前記第３の正孔輸送材料と、前記第３の電子輸送材料と、を含
み、
　前記第３の正孔輸送材料は、正孔輸送性を有する青色の一重項発光材料であることを特
徴とする表示装置。
【請求項６】
　赤色の発光素子と、緑色の発光素子と、青色の発光素子と、を含む表示装置であって、
　前記赤色の発光素子は、
　第１の電極上に第１の正孔輸送材料を有する第１の正孔輸送領域と、
　前記第１の正孔輸送領域上に第１の混合領域と、
　前記第１の混合領域上に第１の電子輸送材料を有する第１の電子輸送領域と、
　前記第１の電子輸送領域上に第２の電極と、を有し、
　前記第１の混合領域は、前記第１の正孔輸送材料と、前記第２の電子輸送材料と、赤色
の三重項発光材料と、キャリアまたは分子励起子の拡散をブロックする機能を有するブロ
ッキング性材料と、を含み、
　前記ブロッキング性材料は、前記第１の混合領域の端部のみに含まれており、
　前記赤色の三重項発光材料は、前記混合領域の中央部のみに含まれており、
　前記第１の混合領域において、前記第１の正孔輸送材料の濃度は、前記第１の正孔輸送
領域から前記第１の電子輸送領域に向かって減少し、前記第１の電子輸送材料の濃度は、
前記第１の正孔輸送領域から前記第１の電子輸送領域に向かって増加するように含まれて
おり、
　前記緑色の発光素子は、
　前記第１の電極上に第２の正孔輸送材料を有する第２の正孔輸送領域と、
　前記第２の正孔輸送領域上に第２の混合領域と、
　前記第２の混合領域上に第２の電子輸送材料を有する第２の電子輸送領域と、
　前記第２の電子輸送領域上に前記第２の電極と、を有し、
　前記第２の混合領域は、前記第２の正孔輸送材料と、前記第２の電子輸送材料と、を含
み、
　前記第２の電子輸送材料は、電子輸送性を有する緑色の一重項発光材料であり、
　前記青色の発光素子は、
　前記第１の電極上に第３の正孔輸送材料を有する第３の正孔輸送領域と、
　前記第３の正孔輸送領域上に第３の混合領域と、
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　前記第３の混合領域上に第３の電子輸送材料を有する第３の電子輸送領域と、
　前記第３の電子輸送領域上に前記第２の電極と、を有し、
　前記第３の混合領域は、前記第３の正孔輸送材料と、前記第３の電子輸送材料と、を含
み、
　前記第３の正孔輸送材料は、正孔輸送性を有する青色の一重項発光材料であることを特
徴とする表示装置。
【請求項７】
　請求項３乃至請求項６のいずれか一項に記載の表示装置を含む電気器具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する分野】
本発明は、陽極と、陰極と、電界を加えることで発光が得られる有機化合物を含む膜（以
下、「有機化合物膜」と記す）と、を有する有機発光素子、および前記有機発光素子を用
いた表示装置に関する。本発明では特に、赤色、緑色、青色、のそれぞれの色を発光する
有機発光素子を各画素として備えた表示装置において、赤色を発光する素子の発光効率が
高く、なおかつ、素子寿命が長い表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
有機発光素子は、電界を加えることにより発光する素子である。その発光機構は、電極間
に有機化合物膜を挟んで電圧を印加することにより、陰極から注入された電子および陽極
から注入された正孔が有機化合物膜中で再結合して励起状態の分子（分子励起子）を形成
し、その分子励起子が基底状態に戻る際にエネルギーを放出して発光すると言われている
。
【０００３】
このような有機発光素子において、通常、有機化合物膜は1μmを下回るほどの薄膜で形成
される。また、有機発光素子は、有機化合物膜そのものが光を放出する自発光型の素子で
あるため、従来の液晶ディスプレイに用いられているようなバックライトも必要ない。し
たがって、有機発光素子は極めて薄型軽量に作製できることが大きな利点である。
【０００４】
また、例えば100～200nm程度の有機化合物膜において、キャリアを注入してから再結合に
至るまでの時間は、有機化合物膜のキャリア移動度を考えると数十ナノ秒程度であり、キ
ャリアの再結合から発光までの過程を含めてもマイクロ秒以内のオーダーで発光に至る。
したがって、非常に応答速度が速いことも特長の一つである。
【０００５】
さらに、有機発光素子はキャリア注入型の発光素子であるため、直流電圧での駆動が可能
であり、ノイズが生じにくい。駆動電圧に関しては、まず有機化合物膜の厚みを100nm程
度の均一な超薄膜とし、また、有機化合物膜に対するキャリア注入障壁を小さくするよう
な電極材料を選択し、さらにはヘテロ構造（ここでは二層構造）を導入することによって
、5.5Vで100cd/m2の十分な輝度が達成された（文献１：C. W. Tang and S. A. VanSlyke,
 "Organic electroluminescent diodes", Applied Physics Letters, vol. 51, No.12, 9
13-915 (1987)）。
【０００６】
こういった薄型軽量・高速応答性・直流低電圧駆動などの素子特性に加え、有機発光素子
はその発光色のバリエーションに富んでいることも大きな利点の一つと言える。その要因
は、有機化合物自体の多様性である。すなわち、分子設計（例えば置換基の導入）等によ
り様々な発光色の材料を開発できるという柔軟性が、色彩の豊かさを生んでいるのである
。
【０００７】
この色彩の豊かさを活かした有機発光素子の最も大きな応用分野は、フルカラーのフラッ
トパネルディスプレイであると言える。なぜならば、赤色、緑色、青色という光の三原色
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を発光できる有機材料は多数存在するため、それらをパターニングすることによって、容
易にフルカラー化が達成できるからである。先に述べたような、薄型軽量・高速応答性・
直流低電圧駆動といった素子特性も、フラットパネルディスプレイにふさわしい特性と言
える。
【０００８】
ところで、赤、緑、青の各色を全て発光させると白色が得られるわけだが、その白色発光
の際には光の三原色のバランスを考慮する必要があるため、各色に関して最低要求効率（
ここではパワー効率のことであり、単位は[lm/W]）が提示されている（文献２：佐藤佳晴
、「応用物理学会有機分子・バイオエレクトロニクス分科会会誌」、Vol. 11、No. 1、P.
88（2000））。
【０００９】
文献２によると、緑色および青色に関しては要求値を上回る報告が数多くなされているの
に対し、赤色に関しては要求値を大きく下回っていることがわかる。したがって、赤色の
発光効率を向上させることが、フルカラーフラットパネルディスプレイへの発展に欠かせ
ない要素である。そして、発光効率を向上させることにより、消費電力を低くすることも
できる。
【００１０】
発光効率が低い要因の一つに、赤色の発光材料に限らず、通常の有機発光素子には蛍光材
料が用いられていることが挙げられる。有機発光素子においては、分子励起子が基底状態
に戻る際に発光するわけだが、その発光には一重項励起状態（S*）からの発光（蛍光）と
三重項励起状態（T*）からの発光（燐光）が可能であり、蛍光材料を用いた場合はS*から
の発光（蛍光）のみが寄与する。
【００１１】
しかしながら、有機発光素子におけるS*とT*の統計的な生成比率は、S*：T*＝1：3である
と考えられている（文献３：筒井哲夫、「応用物理学会有機分子・バイオエレクトロニク
ス分科会・第３回講習会テキスト」、P.31（1993））。したがって、蛍光材料を用いた有
機発光素子における内部量子効率（注入したキャリアに対して発生するフォトンの割合）
の理論的限界は、S*：T*＝1：3であることを根拠に25%とされているのである。言い換え
れば、蛍光材料を用いた有機発光素子の場合、注入したキャリアのうち少なくとも75%は
浪費されるのである。
【００１２】
逆に言えば、T*からの発光、すなわち燐光を利用できれば発光効率は向上する（単純には
３～４倍）と考えられるが、一般的な有機化合物は室温において、T*からの発光（燐光）
は観測されず、通常はS*からの発光（蛍光）のみが観測される。有機化合物の基底状態は
通常、一重項基底状態（S0）であるため、T*→S0遷移は禁制遷移となり、S*→S0遷移は許
容遷移となるからである。
【００１３】
ところが近年、T*から基底状態に戻る際に放出されるエネルギー（以下、「三重項励起エ
ネルギー」と記す）を発光に変換できる有機発光素子が相次いで発表され、その発光効率
の高さが注目されている（文献４：D. F. O'Brien, M. A. Baldo, M. E. Thompson and S
. R. Forrest, "Improved energy transfer in electrophosphorescent devices", Appli
ed Physics Letters, vol. 74, No. 3, 442-444 (1999)）（文献５：Tetsuo Tsutsui, Mo
on-Jae Yang, Masayuki Yahiro, Kenji Nakamura, Teruichi Watanabe, Taishi Tsuji, Y
oshinori Fukuda, Takeo Wakimoto and Satoshi Miyaguchi, "High Quantum Efficiency 
in Organic Light-Emitting Devices with Iridium-Complex as a Triplet Emissive Cen
ter", Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 38, L1502-L1504 (1999)）。
【００１４】
文献４では白金を中心金属とする金属錯体（以下、「白金錯体」と記す）を、文献５では
イリジウムを中心金属とする金属錯体（以下、「イリジウム錯体」と記す）を発光材料と
して用いており、いずれの金属錯体も第３遷移系列元素を中心金属として導入しているこ



(6) JP 4076773 B2 2008.4.16

10

20

30

40

50

とが特徴であると言える。これらは、室温で三重項励起を発光に変換できる材料（以下、
「三重項発光材料」と記す）である。
【００１５】
文献４および文献５に示されるとおり、三重項励起エネルギーを発光に変換できる有機発
光素子は、従来よりも高い内部量子効率を達成できる。そして、内部量子効率が高くなれ
ば、発光効率（[lm/W]）も向上する。したがって、三重項励起エネルギーを発光に変換で
きる有機発光素子（以下、「三重項発光素子」と記す）を用いて赤色の発光素子を作製す
れば、赤色の発光素子の発光効率を向上させることができる。
【００１６】
以上のことから、緑色および青色に関しては一重項励起状態からの発光を呈する有機発光
素子（以下、「一重項発光素子」と記す）を用い、赤色に関しては三重項発光素子を適用
することで、光の三原色のバランスをも考慮した、十分に高輝度な、そして消費電力の低
いフルカラーフラットパネルディスプレイが作製できると期待されている。
【００１７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、文献５の報告例によると、初期輝度を500cd/m2に設定した定電流駆動時の
輝度の半減期は170時間程度であり、三重項発光素子は素子寿命に問題がある。一方、一
重項発光素子の場合、初期輝度を500cd/m2に設定した定電流駆動時の輝度の半減期は数千
時間から一万時間にもおよび、素子寿命の点では実用的な域に達していると言ってもよい
。
【００１８】
したがって従来技術では、緑色および青色に関しては一重項発光素子を用い、赤色に関し
ては三重項発光素子を適用してフルカラーフラットパネルディスプレイを作製すると、緑
色ないしは青色の画素と、赤色の画素とでは、輝度の経時変化が大きく異なることになる
。
【００１９】
このことはすなわち、時間がたつにつれて（しかも数百時間で）光の三原色のバランスが
大きく崩れ、しかもそれに伴い、赤色発光時に関する消費電力が増大することを意味する
。したがって、三重項発光素子の素子寿命、特に赤色の三重項発光素子の素子寿命を長く
することが、極めて重要な技術課題と言える。
【００２０】
そこで本発明では、赤色の三重項発光素子の輝度低下を抑制し、素子寿命を長くすること
を課題とする。それにより、従来よりも発光効率が高く、寿命が長い赤色の有機発光素子
を提供することを課題とする。
【００２１】
また、このような赤色の三重項発光素子と、緑色および青色の一重項発光素子とを用いる
ことにより、従来よりも光の三原色のバランスがよい上に消費電力が低く、なおかつ色の
ばらつきの経時変化が小さい表示装置を提供することを課題とする。さらに、前記表示装
置を用いた電気器具を作製することにより、従来よりも消費電力が低い上に表示部が鮮明
で、時間がたっても表示が色あせない電気器具を提供することを課題とする。
【００２２】
【課題を解決するための手段】
一重項発光素子および三重項発光素子の違いに関わらず、いずれの素子も通常は、文献１
で示されたような積層構造（ヘテロ構造）を形成していることが特徴である。例えば文献
１では、有機化合物膜として、芳香族ジアミン化合物からなる正孔輸送層とトリス（８－
キノリノラト）－アルミニウム（以下、「Alq3」と記す）からなる電子輸送性発光層とを
積層するという、シングルヘテロ構造を適用することにより、キャリアの再結合効率を飛
躍的に向上させている。このことは、以下のように説明される。
【００２３】
例えば、Alq3単層のみを有する有機発光素子の場合では、Alq3が電子輸送性であるため、
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陰極から注入された電子のほとんどは正孔と再結合せずに陽極に達してしまい、発光の効
率は極めて悪い。すなわち、単層の有機発光素子を効率よく発光させる（あるいは低電圧
で駆動する）ためには、電子および正孔の両方をバランスよく輸送できる材料（以下、「
バイポーラー材料」と記す）を用いる必要があり、Alq3はその条件を満たしていない。
【００２４】
しかし、文献１のようなシングルへテロ構造を適用すれば、陰極から注入された電子は正
孔輸送層と電子輸送性発光層との界面でブロックされ、電子輸送性発光層中へ閉じこめら
れる。したがって、キャリアの再結合が効率よく電子輸送性発光層で行われ、効率のよい
発光に至るのである。すなわち、ヘテロ構造の導入によるキャリアのブロッキング機能が
技術の核心である。
【００２５】
また、文献１における有機発光素子は、いわば正孔の輸送は正孔輸送層が行い、電子の輸
送および発光は電子輸送性発光層が行うという、機能分離が行われていると言える。こう
いった機能分離の利点としては、機能分離することによって一種類の有機材料に様々な機
能（発光性、キャリア輸送性、電極からのキャリア注入性など）を同時に持たせる必要が
なくなり、分子設計等に幅広い自由度を持たせることができる点にある（例えば、無理に
バイポーラー材料を探索する必要がなくなる）。つまり、発光特性のいい材料、キャリア
輸送性が優れる材料などを、各々組み合わせることで、容易に高発光効率が達成できると
いうことである。
【００２６】
しかしながら、以上で述べたような積層構造は異種物質間の接合であるため、各層間に界
面（以下、「有機界面」と記す）が生じることになる。有機界面を形成することに由来す
る問題点として、有機発光素子の素子寿命に対する影響が考えられる。すなわち、有機界
面においてキャリアの移動が妨げられ、チャージが蓄積することによる輝度の低下である
。
【００２７】
この劣化機構に関してははっきりした理論は確立されていないが、陽極と正孔輸送層との
間に正孔注入層を挿入し、さらにdc駆動ではなく矩形波のac駆動にすることによって、輝
度の低下を抑えることができるという報告がある（文献６：S. A. VanSlyke, C. H. Chen
, and C. W. Tang, "Organic electroluminescent devices with improved stability", 
Applied Physics Letters, Vol. 69, No. 15, 2160-2162(1996)）。このことは、正孔注
入層の挿入およびac駆動によって、チャージの蓄積を排除することにより、輝度の低下を
抑えることができたという実験的な裏付けと言える。
【００２８】
ここで、文献４で示されている赤色の三重項発光素子の素子構造を、図１に示す。図１で
は、正孔輸送層として４，４'－ビス［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニル－アミノ］
－ビフェニル（以下、「α－NPD」と記す）を、発光層のホスト材料として４，４'－ジカ
ルバゾール－ビフェニル（以下、「CBP」と記す）を、三重項発光材料として２，３，７
，８，１２，１３，１７，１８－オクタエチル－２１Ｈ，２３Ｈ－ポルフィリン－白金（
以下、「PtOEP」と記す）を、ブロッキング層としてバソキュプロイン（以下、「BCP」と
記す）を、電子輸送層としてAlq3を、陰極としてMg:Ag合金を用いている。
【００２９】
三重項発光素子は通常、発光材料に対する適切なホスト材料（図１ではCBP）、および分
子励起子の拡散を防ぐブロッキング性材料（図１ではBCP）が必要であるため、図１のよ
うに多層構造になっており、有機界面が多数生じてしまう。したがって、このことが三重
項発光素子の素子寿命を短くしている原因であると考えられる。
【００３０】
このような問題点を克服するためには、有機界面においてキャリアの移動が妨げられる理
由を考察し、それを改善することが重要となる。そこでまず、本発明者は、有機界面の形
成によりキャリアの移動が妨げられるモデルとして、以下に述べるような二つの機構を考
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えた。
【００３１】
まず一つの機構として、有機界面のモルフォロジーから生じるものが考えられる。有機発
光素子における有機化合物膜は通常、アモルファス状態の膜であるが、これは有機化合物
の分子同士が、双極子相互作用を主とした分子間力で凝集することにより形成されている
。ところが、このような分子の凝集体を用いてヘテロ構造を形成すると、分子のサイズや
形状の違いがヘテロ構造の界面（すなわち有機界面）に大きな影響を及ぼす可能性がある
。
【００３２】
特に、分子のサイズが大きく異なる材料を用いてヘテロ構造を形成した場合、その有機界
面における接合の整合性が悪くなると考えられる。その概念図を図２に示す。図２では、
小さい分子201からなる第一の層211と、大きい分子202からなる第二の層212を積層してい
る。この場合、形成される有機界面213において、整合性の悪い領域214が発生してしまう
。
【００３３】
図２で示した整合性の悪い領域214は、キャリアの移動を妨げるバリア（あるいはエネル
ギー障壁）となる可能性があるため、駆動電圧のさらなる低減へ向けての障害になること
が示唆される。また、エネルギー障壁を越えられないキャリアはチャージとして蓄積して
しまい、先に述べたような輝度の低下を誘起してしまう可能性がある。
【００３４】
もう一つの機構として、積層構造を形成する（すなわち有機界面を形成する）工程から生
じるものが考えられる。積層構造の有機発光素子は、キャリアのブロッキングおよび機能
分離の観点から、各層を形成する際のコンタミネーションを避けるため、通常、図３に示
すようなマルチチャンバー方式（インライン方式）の蒸着装置を用いて作製する。
【００３５】
図３に示した例は、正孔輸送層・発光層・電子輸送層の三層構造（ダブルへテロ構造）を
形成するための蒸着装置の概念図である。まず、搬入室に陽極（インジウム錫酸化物（以
下、「ITO」と記す）など）を有する基板を搬入し、まず紫外線照射室において真空雰囲
気中で紫外線を照射することにより、陽極表面をクリーニングする。特に陽極がITOのよ
うな酸化物である場合、前処理室にて酸化処理を行う。さらに、積層構造の各層を形成す
るため、蒸着室301で正孔輸送層を、蒸着室302～304で発光層（図３では、赤、緑、青の
三色）を、蒸着室305で電子輸送層を成膜し、蒸着室306で陰極を蒸着する。最後に、封止
室にて封止を行い、搬出室から取り出して有機発光素子を得る。
【００３６】
このようなインライン方式の蒸着装置の特色としては、各層の蒸着を、それぞれ異なる蒸
着室301～305において蒸着していることである。つまり、各層の材料がほとんど互いに混
入しないような装置構成となっている。
【００３７】
ところで、蒸着装置の内部は通常１０-4～１０-5パスカル程度に減圧されているものの、
極微量の気体成分（酸素や水など）は存在している。そして、この程度の真空度の場合、
それら極微量の気体成分でも、数秒もあれば容易に単分子レイヤー程度の吸着層を形成し
てしまうと言われている。
【００３８】
図３のような装置を用いて積層構造の有機発光素子を作製する場合、各層を形成する間に
大きなインターバルが生じてしまうことが問題なのである。つまり、各層を形成する間の
インターバル、特に第二搬送室を経由して搬送する際などに、極微量の気体成分による吸
着層（以下、「不純物層」と記す）を形成してしまう懸念がある。
【００３９】
このようにして各層間（すなわち有機界面）に形成されてしまう不純物層は、有機発光素
子の完成後、キャリアをトラップする不純物領域となってキャリアの移動を妨げるため、
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やはり駆動電圧を上昇させてしまう。さらに、キャリアをトラップする不純物領域が存在
すると、そこにはチャージが蓄積することになるため、先に述べたような輝度の低下を誘
起してしまう可能性がある。
【００４０】
以上のような機構から考えると、有機界面で生じる問題点（有機界面のモルフォロジー悪
化および不純物層の形成）を克服するためには、素子構造・作製工程共に、従来の積層構
造素子から脱する必要がある。
【００４１】
それに加えて、三重項発光素子の場合は、積層構造素子と同様な機能分離がなされていな
ければならないという制約がある。なぜならば、三重項発光材料はキャリア輸送性に乏し
く、ドーパントとして用いなければならないので、適切なホスト材料にドープがなされた
発光領域を設けなければならないからである。また、三重項の分子励起子は、拡散長が一
重項の分子励起子に比べて大きいので、分子励起子の拡散を防ぐブロッキング性材料も必
要だからである。つまり、有機界面を排除したとしても、有機化合物膜中の機能分離がな
されていなければ、三重項発光素子は効率のよい発光には至らない。
【００４２】
これらのことを考慮し、本発明者は、有機界面を排除し、なおかつ有機化合物膜内におい
て機能分離されている三重項発光素子を実現する手法を考案した。その概念図を図４、お
よび図５に示す。
【００４３】
図４(a)では、有機化合物膜403において、正孔輸送材料からなる正孔輸送領域405、電子
輸送材料からなる電子輸送領域406、および正孔輸送材料と電子輸送材料とが混合された
混合領域407を設けてある。さらに、混合領域407には、三重項発光材料408がドープして
ある。ここでは基板401上に陽極402を設けてあるが、陰極404の方を基板上に設ける逆の
構造をとってもよい。
【００４４】
このような素子を形成した場合、陽極側では正孔輸送材料が正孔を受け取り輸送し、一方
陰極側では電子輸送材料が電子を受け取り輸送することができる。さらに、混合領域407
はバイポーラー性であるため、正孔および電子は双方とも混合領域407を移動することが
でき、この混合領域407においてキャリアは再結合し発光に至る。ただしこの場合、三重
項の分子励起子の拡散を防止する観点から、三重項発光材料の最高被占分子軌道（HOMO）
と最低空分子軌道（LUMO）とのエネルギー差（以下、「励起エネルギーレベル」と記す）
は、正孔輸送材料および電子輸送材料に比べて小さいことが好ましい。
【００４５】
さらに、図４(a)で示した素子は、各機能を発現できる領域が有機化合物膜403内に存在し
ているわけだが、機能発現を可能にしながら、なおかつ従来の積層構造のような有機界面
は存在しない。したがって、上述の有機界面で生じる問題点（有機界面のモルフォロジー
悪化および不純物層の形成）を解決することができる。
【００４６】
まず、有機界面のモルフォロジー悪化の解決について、図６を用いて説明する。図６は、
小さい分子601からなる領域611と、大きい分子602からなる領域612と、小さい分子601お
よび大きい分子602の両方を含む混合領域613と、からなる、本発明で開示する有機発光素
子である。図６から明らかなように、図２で存在していたような有機界面213は存在せず
、整合性の悪い領域214も存在しない。
【００４７】
また、不純物層の形成の解決であるが、これは単純明快である。図４のような有機発光素
子を作製する場合、陽極上に正孔輸送材料を蒸着し、途中からそれに加えて電子輸送材料
を共蒸着の形で蒸着することで混合領域を形成し、混合領域を形成後は正孔輸送材料の蒸
着を止めることで電子輸送材料を蒸着すればよい。したがって、図２のような蒸着装置を
用いて有機発光素子を作製する際に生じる、インターバルが存在しない。つまり、不純物
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層を形成する隙を与えることがないのである。
【００４８】
このように、本発明の三重項発光素子は、有機界面を形成することがないためキャリアの
移動が潤滑であり、素子寿命に悪影響を及ぼすことがなくなる。さらに、積層構造と同様
に機能分離されているため、発光効率の点でも問題はない。
【００４９】
なお、図４において、陽極と有機化合物膜との間に、正孔の注入性を高める材料（以下、
「正孔注入材料」と記す）からなる正孔注入領域を挿入してもよい。また、陰極と有機化
合物膜との間に、電子の注入性を高める材料（以下、「電子注入材料」と記す）からなる
電子注入領域を挿入してもよい。さらに、正孔注入領域と電子注入領域の両方を組み込ん
でもよい。
【００５０】
この場合、正孔注入材料または電子注入材料は、電極から有機化合物膜へのキャリア注入
障壁を小さくするための材料であるため、電極から有機化合物膜へのキャリアの移動を潤
滑にし、チャージの蓄積を排除できる効果がある。ただし、先に述べたような不純物層の
形成を避ける観点から、各注入材料と有機化合物膜との間は、インターバルをおかずに成
膜することが好ましい。
【００５１】
また、発光領域は両電極からなるべく離すことで、電極材料にエネルギー移動することに
よる消光（以下、「クエンチ」と記す）を防ぐことができる。したがって、図４(a)のよ
うな有機発光素子において、三重項発光材料をドープする領域は、混合領域407内の全域
ではなく、一部（特に中央部）であってもよい。
【００５２】
さらに、図４(b)に示すように、混合領域407に対し、三重項発光材料408の他にブロッキ
ング性材料409をドープすることが好ましい。ブロッキング性材料409は、キャリアないし
は分子励起子をブロックする機能を有する材料であり、混合領域407に含まれる材料の中
で最も大きな励起エネルギーレベルを有することが好ましい。このブロッキング性材料の
ドーピングにより、混合領域407におけるキャリアの再結合率が向上し、分子励起子の拡
散も防げるため、発光効率が向上すると考えられる。
【００５３】
なお、ブロッキング性材料409は混合領域407全域に渡りドープしてもよいが、ブロッキン
グ性材料は通常、正孔ないしは電子の片方をブロックする機能を有する場合が多いため、
混合領域内全域にドープしてしまうと、混合領域内のキャリアバランスを崩すこともある
。したがって、ブロッキング性材料をドープする領域は、混合領域内の全域ではなく、一
部（特に端部）であってもよい。
【００５４】
特に、ブロッキング性材料409が正孔ブロッキング性を有する場合は、図４(b)のように、
三重項発光材料408をドープしている領域よりも陰極側に正孔ブロッキング性材料をドー
プすれば、効率よく発光することになる。
【００５５】
ところで、正孔輸送材料および電子輸送材料の両方を含む混合領域内において、陽極から
陰極への方向に対し、正孔輸送材料の濃度は徐々に減少し、かつ、電子輸送材料の濃度は
徐々に増加するような濃度勾配を形成することが、キャリアバランス制御の観点から好ま
しい。また、本発明において、混合領域はキャリアの再結合領域でもあるため、10nm以上
の厚みがあることが望ましい。
【００５６】
ところで、ここまでは正孔輸送材料と電子輸送材料とからなる混合領域に三重項発光材料
をドープする素子構造により、有機界面を排除しなおかつ機能発現させているが、図１の
ような従来の積層構造を元に、その積層構造における有機界面部分において混合領域を設
ける手段も有効である。その概念図を図５に示す。
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【００５７】
図５は、基板501上に、陽極502、正孔注入材料からなる正孔注入領域503、正孔輸送材料
からなる正孔輸送領域504、三重項発光材料がドープされたホスト材料を有する発光領域5
05、ブロッキング性材料からなるブロッキング領域506、電子輸送材料からなる電子輸送
領域507、電子注入材料からなる電子注入領域508、陰極509が設けてある有機発光素子で
ある。本発明では全ての領域503～508を用いる必要はなく、最低限、領域504～507が存在
すればよいが、便宜上全ての領域を図示した。なお、ここでは基板501上に陽極502を設け
てあるが、陰極509の方を基板上に設ける逆の構造をとってもよい。
【００５８】
この時、各領域間511～515のいずれかは、上下の領域に用いている材料（例えば、領域間
512であれば、正孔輸送材料とホスト材料）が混合されていることを本発明の特徴とする
。すなわち、言い換えれば、各領域間511～515には、図５では破線で示しているものの実
際に有機界面は存在せず、混合領域を設けてあると言ってもよい。
【００５９】
このような三重項発光素子においても、有機界面を形成することがないためキャリアの移
動が潤滑であり、素子寿命に悪影響を及ぼすことがなくなる。さらに、積層構造と同様に
機能分離されているため、発光効率の点でも問題はない。
【００６０】
以上で述べたように、従来の積層構造が異種物質間の単なる接合（hetero-junction）で
あるのに対し、図４および図５で例示するような本発明の構造はいわば混合接合（mixed-
junction）であり、新しい概念に基づく有機発光素子であると言える。
【００６１】
また、図４、図５のような概念の三重項発光素子に対し、赤色の三重項発光材料を用いる
ことで、従来よりも発光効率が高く、寿命が長い赤色の有機発光素子を提供することがで
きる。そして、このような赤色の三重項発光素子と、緑色および青色の一重項発光素子と
を用いることにより、従来よりも光の三原色のバランスがよい上に消費電力が低く、なお
かつ色のばらつきの経時変化が小さい表示装置を作製することができる。
【００６２】
さらに、上記表示装置において、緑色および青色の一重項発光素子に関しても、従来の積
層構造ではなく、本発明で開示したような混合接合を実施することが好ましい。すなわち
、図４や図５において、ドープする三重項発光材料を緑色ないしは青色の一重項発光材料
に置き換えるか、または何もドープせずキャリア輸送材料を発光（緑色ないしは青色を発
光する材料を選択する）させればよい。
【００６３】
なお、本発明において表示装置とは、発光素子として有機発光素子を用いた画像表示デバ
イスを指す。また、有機発光素子にコネクター、例えば異方導電性フィルム（FPC：Flexi
ble printed circuit）もしくはTAB（Tape Automated Bonding）テープもしくはTCP（Tap
e Carrier Package）が取り付けられたモジュール、TABテープやTCPの先にプリント配線
板が設けられたモジュール、または有機発光素子にCOG（Chip On Glass）方式によりIC（
集積回路）が直接実装されたモジュールも全て表示装置に含むものとする。
【００６４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。有機発光素子は発光
を取り出すために少なくとも陽極または陰極の一方が透明であればよいが、本実施の形態
では、基板上に透明な陽極を形成し、陽極から光を取り出す素子構造で記述する。実際は
、基板上に透明な陰極を形成して陰極から光を取り出す構造や、基板とは逆側から光を取
り出す構造も本発明に適用可能である。
【００６５】
本発明を実施するに当たり、不純物層の形成を防ぐため、有機発光素子を作製する製造工
程が重要になる。そこでまず、本発明で開示した、混合領域を有する三重項発光素子の作
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製方法について、混合領域の形成を中心に述べる。
【００６６】
図７(a)は、蒸着装置の上面図であるが、蒸着室として一つの真空槽710を設置し、その真
空槽内に複数の蒸着源を設けてある、シングルチャンバー方式である。そして、正孔注入
材料、正孔輸送材料、電子輸送材料、電子注入材料、ブロッキング性材料、発光材料、陰
極の構成材料など、各種機能の異なる材料がそれぞれ前記複数の蒸着源に別々に収納され
ている。
【００６７】
このような蒸着室を有する蒸着装置においては、まず、搬入室に陽極（ITOなど）を有す
る基板を搬入し、陽極がITOのような酸化物である場合、前処理室にて酸化処理を行う（
なお、図７(a)では図示していないが、陽極表面をクリーニングするために紫外線照射室
を設置することも可能である）。さらに、有機発光素子を形成する全ての材料は、真空槽
710内において蒸着される。ただし陰極は、この真空槽710内で形成してもよいし、別に蒸
着室を設けてそこで陰極を形成してもよい。要は、陰極を形成するまでの間を、一つの真
空槽710内で蒸着すればよい。最後に、封止室にて封止を行い、搬出室から取り出して有
機発光素子を得る。
【００６８】
このようなシングルチャンバー方式の蒸着装置を用いて本発明の三重項発光素子を作製す
る手順を、図７(b)（真空槽710の断面図）を用いて説明する。図７(b)では、最も簡単な
例として、三つの蒸着源（有機化合物蒸着源a716、有機化合物蒸着源b717および有機化合
物蒸着源c718）を有する真空槽710を用い、正孔輸送材料721、電子輸送材料722および三
重項発光材料723からなる有機化合物膜を形成する過程を示す。
【００６９】
まず、真空槽710内に、陽極702を有する基板701を搬入し、固定台711にて固定する（蒸着
時には通常、基板は回転させる）。次に、真空槽710内を減圧（１０-4パスカル以下が好
ましい）した後、容器a712を加熱し、正孔輸送材料721を蒸発させ、所定の蒸着レート（
単位：[Å/s]）に達してからシャッターa714を開け、蒸着を開始する。この時、シャッタ
ーb715を閉じたまま、容器b713も加熱しておく。
【００７０】
その後、シャッターa714を開いたまま、シャッターb715を開けることによって、電子輸送
材料722を共蒸着し、正孔輸送領域603の後に混合領域604を形成する。この操作により、
正孔輸送領域703と混合領域704との間には、不純物層が混入しない。なお、この混合領域
704形成の際、微量の三重項発光材料723もドープしておく（図７(b)で示した状態）。
【００７１】
さらに電子輸送領域を形成するため、シャッターb715を開けたままシャッターa714を閉じ
、容器a712の加熱を終了する。この操作により、混合領域604と電子輸送領域との間には
、不純物層が形成されない。
【００７２】
なお、正孔注入領域または電子注入領域を形成する場合でも、各注入材料の蒸着源を同一
の真空槽710内に設置すればよい。例えば図７(b)において、陽極702と正孔輸送領域703の
間に正孔注入領域を設ける場合は、陽極702上に正孔注入材料を蒸着した後、インターバ
ルをおかずにすぐ正孔輸送材料721を蒸発させることで、不純物層の形成を避けることが
できる。
【００７３】
ここで、有機化合物蒸着源a716、有機化合物蒸着源b717、有機化合物蒸着源c718の具体的
な形状を図２１に示す。蒸着源の形状としては、セルを用いるタイプや導電性の発熱体を
用いるタイプなどがあるが、図２１では導電性の発熱体を用いるタイプを示す。すなわち
、容器a712、容器b713、および容器c2111を導電性の発熱体とし、正孔輸送材料721が入っ
た容器a712を電極a2101に、電子輸送材料722が入った容器b713を電極b2102に、三重項発
光材料723が入った容器c2111を電極c2103に、それぞれ挟み込み、通電することにより容
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器a712、容器b713、および容器c2111を加熱して蒸着する。ここでは、有機化合物蒸着源c
718に対するシャッターc2112も図示した。
【００７４】
以上で述べた方法を応用すれば、課題を解決するための手段で述べた有機発光素子は、全
て作製可能である。例えば、図５のように、各領域間に混合領域を設ける場合においても
、同様の共蒸着で可能である。この場合も、インターバルが存在しないため、不純物層の
形成を避けることができる。さらに、一重項発光素子に混合領域を設ける場合も、同様の
手法で作製できる。
【００７５】
次に、表示装置を作製する際の各画素の蒸着手順を、模式図にて図８および図９に示す。
図８は、表示装置を作製できる蒸着装置の一例である。一見、図３で示した蒸着装置と同
様に見えるが、大きく異なる点がある。それは、積層構造の各層ごと（すなわち材料ごと
）に蒸着室が分かれている図３の蒸着装置とは違い、各色（赤色、緑色、青色）の画素の
形成ごとに蒸着室が分かれているのであり、一つの蒸着室内（801または802または803）
には、ある色の画素を形成するための全ての材料（陰極材料を除く）の蒸着源が設置され
ていることである。
【００７６】
重要なのは、ある色の画素に関して、陰極を形成するまでの間、インターバルをおかずに
すべての機能材料（正孔輸送材料や電子輸送材料など）を蒸着してしまい、不純物層の形
成を防ぐことである。なお陰極は、陰極の蒸着室804にて、最後に共通して成膜すればよ
い。
【００７７】
この場合、陰極と電子輸送領域（あるいは電子注入領域）との間に不純物層が形成されて
しまうが、陰極を蒸着する際は、陰極材料はある程度電子輸送領域（あるいは電子注入領
域）にスパッタリングのように打ち込まれる。この効果により不純物層は排除されるため
、問題には至らない。無論、各蒸着室（801～803）において、陰極まで成膜してしまって
もよい。
【００７８】
各色の画素の塗り分けは、公知の技術であるシャドウマスクを用いる。その様子を図９に
示す。まず、図９(a)のような、透明電極（陽極）902が土手状の構造903によって赤色の
画素911、緑色の画素912、青色の画素913、に分割されている基板901を、赤色画素の蒸着
室801に搬入して赤色画素の有機化合物膜904（正孔注入領域ないしは電子注入領域はあっ
てもなくてもよいが、ここでは省略する）を形成する。その際、他の色の画素（青色画素
および緑色画素）に材料が混入しないように、パターニングされているメタルマスク914
にて基板を覆う（図９(b)）。
【００７９】
次に、基板を緑色画素の蒸着室802に搬入し、緑色画素の有機化合物膜905を形成するが、
メタルマスク914は先ほどとずれた位置にあり、他の画素に材料が混入しないようになっ
ている（図９(c)）。青色画素の有機化合物膜906の形成に関しても同様である（図９(d)
）。最後に、陰極の蒸着室804において、陰極907を共通で成膜する（図９(e)）。
【００８０】
なお、各色の画素の有機化合物膜を形成する順序は、いかなる順序でもよい。上記表示装
置の作製方法では、赤色、緑色、青色の順に形成した。
【００８１】
以下では、正孔注入材料、正孔輸送材料、電子輸送材料、電子注入材料、ブロッキング性
材料、発光材料、陰極の構成材料などに好適な材料を列挙する。ただし、本発明の有機発
光素子に用いる材料は、これらに限定されない。
【００８２】
正孔注入材料としては、有機化合物であればポルフィリン系の化合物が有効であり、フタ
ロシアニン（以下、「H2Pc」と記す）、銅フタロシアニン（以下、「CuPc」と記す）など
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がある。導電性高分子化合物に化学ドーピングを施した材料もあり、ポリスチレンスルホ
ン酸（以下、「PSS」と記す）をドープしたポリエチレンジオキシチオフェン（以下、「P
EDOT」と記す）や、ポリアニリン、ポリビニルカルバゾール（以下、「PVK」と記す）な
どが挙げられる。また、絶縁体の高分子化合物も陽極の平坦化の点で有効であり、ポリイ
ミド（以下、「PI」と記す）がよく用いられる。さらに、無機化合物も用いられ、金や白
金などの金属薄膜の他、酸化アルミニウム（以下、「アルミナ」と記す）の超薄膜などが
ある。
【００８３】
正孔輸送材料として最も広く用いられているのは、芳香族アミン系（すなわち、ベンゼン
環－窒素の結合を有するもの）の化合物である。広く用いられている材料として、先に述
べたTPDの他、その誘導体である４，４'－ビス［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニル－
アミノ］－ビフェニル（以下、「α－NPD」と記す）や、４，４'，４''－トリス（Ｎ，Ｎ
－ジフェニル－アミノ）－トリフェニルアミン（以下、「TDATA」と記す）、４，４'，４
''－トリス［Ｎ－（３－メチルフェニル）－Ｎ－フェニル－アミノ］－トリフェニルアミ
ン（以下、「MTDATA」と記す）などのスターバースト型芳香族アミン化合物が挙げられる
。
【００８４】
電子輸送材料としては、金属錯体がよく用いられ、先に述べたAlq3、トリス（４－メチル
－８－キノリノラト）アルミニウム（以下、「Almq3」と記す）、ビス（１０－ヒドロキ
シベンゾ［h］－キノリナト）ベリリウム（以下、「BeBq2」と記す）などのキノリン骨格
またはベンゾキノリン骨格を有する金属錯体や、混合配位子錯体であるビス（２－メチル
－８－キノリノラト）－（４－ヒドロキシ－ビフェニリル）－アルミニウム（以下、「BA
lq」と記す）などがある。また、ビス［２－（２－ヒドロキシフェニル）－ベンゾオキサ
ゾラト］亜鉛（以下、「Zn(BOX)2」と記す）、ビス［２－（２－ヒドロキシフェニル）－
ベンゾチアゾラト］亜鉛（以下、「Zn(BTZ)2」と記す）などのオキサゾール系、チアゾー
ル系配位子を有する金属錯体もある。さらに、金属錯体以外にも、２－（４－ビフェニリ
ル）－５－（４－tert－ブチルフェニル）－１，３，４－オキサジアゾール（以下、「PB
D」と記す）、１，３－ビス［５－（p－tert－ブチルフェニル）－１，３，４－オキサジ
アゾール－２－イル］ベンゼン（以下、「OXD－7」と記す）などのオキサジアゾール誘導
体、３－（４－tert－ブチルフェニル）－４－フェニル－５－（４－ビフェニリル）－１
，２，４－トリアゾール（以下、「TAZ」と記す）、３－（４－tert－ブチルフェニル）
－４－（４－エチルフェニル）－５－（４－ビフェニリル）－１，２，４－トリアゾール
（以下、「p-EtTAZ」と記す）などのトリアゾール誘導体、バソフェナントロリン（以下
、「BPhen」と記す）・バソキュプロイン（以下、「BCP」と記す）などのフェナントロリ
ン誘導体が電子輸送性を有する。
【００８５】
電子注入材料としては、上で述べた電子輸送材料を用いることができる。その他に、フッ
化リチウムなどのアルカリ金属ハロゲン化物や、酸化リチウムなどのアルカリ金属酸化物
のような絶縁体の、超薄膜がよく用いられる。また、リチウムアセチルアセトネート（以
下、「Li(acac)」と記す）や８－キノリノラト－リチウム（以下、「Liq」と記す）など
のアルカリ金属錯体も有効である。
【００８６】
ブロッキング性材料としては、上で述べたBAlq、OXD－7、TAZ、p-EtTAZ、BPhen、BCPなど
が、励起エネルギーレベルが大きいため有効である。
【００８７】
赤色の三重項発光材料としては、２，３，７，８，１２，１３，１７，１８－オクタエチ
ル－２１Ｈ，２３Ｈ－ポルフィリン－白金（以下、「PtOEP」と記す）、ビス［２－（２
－ピリジル）－ベンゾ［ｂ］チオフェン］－アセチルアセトナト－イリジウム（以下、「
Ir(btp)2(acac)」と記す）などが知られている。
【００８８】
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【実施例】
［実施例１］
本実施例では、図４(a)で示した有機発光素子において、陰極404と有機化合物膜403との
間に電子注入材料からなる電子注入領域を挿入した有機発光素子を、具体的に例示する。
【００８９】
まず、ITOをスパッタリングによって100nm程度成膜し、陽極402を形成したガラス基板401
を用意する。この陽極402を有するガラス基板401を、図７において示したような真空槽内
に搬入する。本実施例では、５種類の材料（４種類は有機化合物であり、１種類は陰極と
なる金属）を蒸着するため、５つの蒸着源が必要となる。
【００９０】
まず、正孔輸送材料であるα－NPDを３Å/sの蒸着レートで蒸着し、40nmの正孔輸送領域
を形成する。その後、α－NPDの蒸着レートは３Å/sに固定したまま、電子輸送材料であ
るBAlq2の蒸着も３Å/sにて開始する。すなわち、α－NPDと Alq3のレート比が１：１と
なるような混合領域407を、共蒸着にて形成することになる。
【００９１】
混合領域407は30nm形成するが、この時、混合領域407における中間の20nm（つまり、混合
領域30nmのうち、5nm～25nmの間）は、赤色の三重項発光材料であるPtOEPを、発光材料40
8として4wt%の割合でドープしておく。α－NPDおよびBAlq2は高い励起エネルギーレベル
を有するため、本実施例の場合は図４(b)のようなブロッキング材料409は必要ない。
【００９２】
混合領域407が30nmに達した後、α－NPDの方は蒸着を終了し、BAlq2のみ引き続き蒸着し
続けることで、電子輸送領域406を形成する。厚さは10nmとする。さらに、BAlq2の蒸着を
終了すると同時に、インターバルをおかずに、電子注入材料であるAlq3の蒸着を開始して
40nm程度蒸着する。インターバルをおかない理由は、先に述べたように、不純物層の形成
を防ぐためである。最後に、陰極としてAl:Li合金を150nm程度蒸着することにより、PtOE
Pに由来する赤色発光の三重項発光素子を得る。
【００９３】
［実施例２］
本実施例では、図５で示した有機発光素子を、具体的に例示する。
【００９４】
まず、ITOをスパッタリングによって100nm程度成膜し、陽極502を形成したガラス基板501
を用意する。この陽極502を有するガラス基板501を、図６において示したような真空槽内
に搬入する。本実施例では、８種類の材料（７種類は有機化合物であり、１種類は陰極と
なる金属）を蒸着するため、８つの蒸着源が必要となる。
【００９５】
まず、正孔注入材料であるCuPcを10nm蒸着して正孔注入領域503を形成した後、CuPcを蒸
発させたまま正孔輸送材料であるα－NPDの蒸着を開始することで、CuPcとα－NPDとから
なる混合領域511を形成する。混合領域511は10nmとする。
【００９６】
次に、CuPcの蒸着を中止し、α－NPDのみを30nm蒸着して正孔輸送領域504を形成する。そ
の後、α－NPDを蒸発させたままホスト材料であるCBPの蒸着を開始することで、α－NPD
とCBPとからなる混合領域512を形成する。混合領域512は10nmとする。
【００９７】
次に、α－NPDの蒸着を中止し、CBPを20nm蒸着して発光領域505を形成する。発光領域505
を形成中は、赤色の三重項発光材料としてPtOEPを4wt%ドープする。その後、PtOEPの蒸発
は終了するが、CBPは蒸発させたままブロッキング性材料であるBCPの蒸着を開始すること
で、CBPとBCPとからなる混合領域513を形成する。混合領域513は5nmとする。
【００９８】
次に、CBPの蒸着を中止し、BCPを10nm蒸着してブロッキング領域506を形成する。その後
、BCPを蒸発させたまま電子輸送材料であるAlq3の蒸着を開始することで、BCPとAlq3とか
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らなる混合領域514を形成する。混合領域514は5nmとする。
【００９９】
次に、BCPの蒸着を中止し、Alq3を40nm蒸着して電子輸送領域507を形成する。Alq3の蒸着
を終了すると同時に、インターバルをおかずに、電子注入材料であるLi(acac)の蒸着を開
始して2nm程度蒸着する。インターバルをおかない理由は、先に述べたように、不純物層
の形成を防ぐためである。
【０１００】
最後に、陰極としてアルミニウムを150nm程度蒸着することにより、PtOEPに由来する赤色
発光の三重項発光素子を得る。
【０１０１】
［実施例３］
本実施例では、図９で示したような表示装置の各画素の構成を、具体的に例示する。蒸着
装置としては図８に示すような蒸着装置を用い、各画素を形成する。なお、以下では図８
および図９の符号を引用する。
【０１０２】
まず、図９(a)に示したような基板を赤色画素の蒸着室801に搬入し、図１０(a)のような
赤色の三重項発光素子を作製する。ここでは、CuPcは正孔注入材料、α－NPDは正孔輸送
材料、BAlq2は電子輸送材料、Alq3は電子注入材料である。PtOEPは、α－NPDとBAlq2とか
らなる混合領域にドープするが、その重量比率は、α－NPD：BAlq2：PtOEP＝２０：８０
：４とする。なお、CuPcとα－NPDとの間、およびBAlq2とAlq3との間は、インターバルが
生じないように留意し、不純物層の形成を防ぐ。
【０１０３】
次に、緑色画素の蒸着室802に基板を搬入し、図１０(b)のような混合領域を有する緑色の
一重項発光素子を作製する。ここでは、CuPcは正孔注入材料、α－NPDは正孔輸送材料、A
lq3は電子輸送材料かつ発光材料である。混合領域における重量比率は、α－NPD：Alq3＝
５０：５０とする。なお、CuPcとα－NPDとの間は、インターバルが生じないように留意
し、不純物層の形成を防ぐ。
【０１０４】
さらに、青色画素の蒸着室803に基板を搬入し、図１０(c)のような混合領域を有する青色
の一重項発光素子を作製する。ここでは、CuPcは正孔注入材料、α－NPDは正孔輸送材料
かつ発光材料、BAlq2は電子輸送材料、Alq3は電子注入材料である。混合領域における重
量比率は、α－NPD：BAlq2＝２０：８０とする。なお、CuPcとα－NPDとの間、およびBAl
q2とAlq3との間は、インターバルが生じないように留意し、不純物層の形成を防ぐ。
【０１０５】
最後に、陰極としてAl:Li合金を150nm程度蒸着することにより、PtOEPに由来する赤色発
光の画素、Alq3に由来する緑色発光の画素、α－NPDに由来する青色発光の画素を用いた
フルカラーの表示装置が可能となる。
【０１０６】
［実施例４］
本実施例では、実施例３のようなフルカラーの表示装置の全体的な構造について説明する
。図１１は本発明の有機発光素子を用いたアクティブマトリクス型表示装置の断面図であ
る。なお、能動素子としてここでは薄膜トランジスタ（以下、「TFT」と記す）を用いて
いるが、MOSトランジスタを用いてもよい。
【０１０７】
また、TFTとしてトップゲート型TFT（具体的にはプレーナ型TFT）を例示するが、ボトム
ゲート型TFT（典型的には逆スタガ型TFT）を用いることもできる。
【０１０８】
図１１において、1101は基板であり、ここでは可視光を透過する基板を用いる。具体的に
は、ガラス基板、石英基板、結晶化ガラス基板もしくはプラスチック基板（プラスチック
フィルムを含む）を用いればよい。なお、基板1101とは、表面に設けた絶縁膜も含めるも
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のとする。
【０１０９】
基板1101の上には画素部1111および駆動回路1112が設けられている。まず、画素部1111に
ついて説明する。
【０１１０】
画素部1111は画像表示を行う領域である。基板上には複数の画素が存在し、各画素には有
機発光素子に流れる電流を制御するためのTFT（以下、「電流制御TFT」と記す）1102、画
素電極（陽極）1103、有機化合物膜1104および陰極1105が設けられている。なお、図１１
では電流制御TFTしか図示していないが、電流制御TFTのゲートに加わる電圧を制御するた
めのTFT（以下、「スイッチングTFT」と記す）を設けている。
【０１１１】
電流制御TFT1102は、ここではpチャネル型TFTを用いることが好ましい。nチャネル型TFT
とすることも可能であるが、図１１のように有機発光素子の陽極に電流制御TFTを接続す
る場合は、pチャネル型TFTの方が消費電力を押さえることができる。ただし、スイッチン
グTFTはnチャネル型TFTでもpチャネル型TFTでもよい。
【０１１２】
また、電流制御TFT1102のドレインには画素電極1103が電気的に接続されている。本実施
例では、画素電極1103の材料として仕事関数が4.5～5.5eVの導電性材料を用いるため、画
素電極1103は有機発光素子の陽極として機能する。画素電極1103として代表的には、酸化
インジウム、酸化錫、酸化亜鉛もしくはこれらの化合物（ITOなど）を用いればよい。画
素電極1103の上には有機化合物膜1104が設けられている。
【０１１３】
さらに、有機化合物膜1104の上には陰極1105が設けられている。陰極1105の材料としては
、仕事関数が2.5～3.5eVの導電性材料を用いることが望ましい。陰極1105として代表的に
は、アルカリ金属元素もしくはアルカリ度類金属元素を含む導電膜、アルミニウムを含む
導電膜、あるいはその導電膜にアルミニウムや銀などを積層したもの、を用いればよい。
【０１１４】
また、画素電極1103、有機化合物膜1104、および陰極1105からなる層は、保護膜1106で覆
われている。保護膜1106は、有機発光素子を酸素および水から保護するために設けられて
いる。保護膜1106の材料としては、窒化珪素、窒化酸化珪素、酸化アルミニウム、酸化タ
ンタル、もしくは炭素（具体的にはダイヤモンドライクカーボン）を用いる。
【０１１５】
次に、駆動回路1112について説明する。駆動回路1112は画素部1111に伝送される信号（ゲ
ート信号およびデータ信号）のタイミングを制御する領域であり、シフトレジスタ、バッ
ファ、ラッチ、アナログスイッチ（トランスファゲート）もしくはレベルシフタが設けら
れている。図１１では、これらの回路の基本単位としてnチャネル型TFT1107およびpチャ
ネル型TFT1108からなるCMOS回路を示している。
【０１１６】
なお、シフトレジスタ、バッファ、ラッチ、アナログスイッチ（トランスファゲート）も
しくはレベルシフタの回路構成は、公知のものでよい。また図１１では、同一の基板上に
画素部1111および駆動回路1112を設けているが、駆動回路1112を設けずにICやLSIを電気
的に接続することもできる。
【０１１７】
また、図１１では電流制御TFT1102に画素電極（陽極）1103が電気的に接続されているが
、陰極が電流制御TFTに接続された構造をとることもできる。その場合、画素電極を陰極1
105と同様の材料で形成し、陰極を画素電極（陽極）1103と同様の材料で形成すればよい
。その場合、電流制御TFTはnチャネル型TFTとすることが好ましい。
【０１１８】
ところで、図１１に示した表示装置は、画素電極1103を形成した後に配線1109を形成する
工程で作製されたものを示してあるが、この場合、画素電極1103が表面荒れを起こす可能
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性がある。有機発光素子は電流駆動型の素子であるため、画素電極1103の表面荒れにより
、特性が悪くなることも考えられる。
【０１１９】
そこで、図１２に示すように、配線1209を形成した後に画素電極1203を形成する表示装置
も考えられる。この場合、図１１の構造に比べて、画素電極1203からの電流の注入性が向
上すると考えられる。
【０１２０】
また、図１１および図１２においては、正テーパー型の土手状構造1110または1210によっ
て、画素部1111または1211に設置されている各画素を分離している。この土手状構造を、
例えば逆テーパー型のような構造にすることにより、土手状構造が画素電極に接しない構
造をとることもできる。その一例を図１３に示す。
【０１２１】
図１３では、配線を利用して分離部を兼ねた、配線および分離部1310を設けた。図１３で
示されるような配線および分離部1310の形状（ひさしのある構造）は、配線を構成する金
属と、前記金属よりもエッチレートの低い材料（例えば金属窒化物）とを積層し、エッチ
ングすることにより形成することができる。この形状により、画素電極1303や配線と、陰
極1305とが、ショートすることを防ぐことができる。なお、図１３においては、通常のア
クティブマトリクス型の表示装置と異なり、画素上の陰極1305をストライプ状（パッシブ
マトリクスの陰極と同様）にする構造になる。
【０１２２】
ここで、図１２に示したアクティブマトリクス型表示装置の外観を図１４に示す。なお、
図１４(a)には上面図を示し、図１４(b)には図１４(a)をP－P'で切断した時の断面図を示
す。また、図１２の符号を引用する。
【０１２３】
図１４(a)において、1401は画素部、1402はゲート信号側駆動回路、1403はデータ信号側
駆動回路である。また、ゲート信号側駆動回路1402およびデータ信号側駆動回路1403に伝
送される信号は、入力配線1404を介してTAB（Tape Automated Bonding）テープ1405から
入力される。なお、図示しないが、TABテープ1405の代わりに、TABテープにIC（集積回路
）を設けたTCP（Tape Carrier Package）を接続してもよい。
【０１２４】
このとき、1406は図１２に示した表示装置の上方に設けられるカバー材であり、樹脂から
なるシール材1407により接着されている。カバー材1406は酸素および水を透過しない材質
であれば、いかなるものを用いてもよい。本実施例では、カバー材1406は図１４(b)に示
すように、プラスチック材1406aと、前記プラスチック材1406aの表面および裏面に設けら
れた炭素膜（具体的にはダイヤモンドライクカーボン膜）1406b、1406cからなる。
【０１２５】
さらに、図１４(b)に示すように、シール材1407は樹脂からなる封止材1408で覆われ、有
機発光素子を完全に密閉空間1409に封入するようになっている。密閉空間1409は不活性ガ
ス（代表的には窒素ガスや希ガス）、樹脂または不活性液体（例えばパーフルオロアルカ
ンに代表される液状のフッ素化炭素）を充填しておけばよい。さらに、吸湿剤や脱酸素剤
を設けることも有効である。
【０１２６】
また、本実施例に示した表示装置の表示面（画像を観測する面）に偏光板をもうけてもよ
い。この偏光板は、外部から入射した光の反射を押さえ、観測者が表示面に映り込むこと
を防ぐ効果がある。一般的には、円偏光板が用いられている。ただし、有機化合物膜から
発した光が偏光板により反射されて内部に戻ることを防ぐため、屈折率を調節して内部反
射の少ない構造とすることが好ましい。
【０１２７】
なお、本実施例の表示装置に含まれる有機発光素子には、本発明で開示した有機発光素子
のいずれを用いてもよい。
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【０１２８】
［実施例５］
本実施例では、本発明で開示した有機発光素子を含む表示装置の例として、パッシブマト
リクス型表示装置を例示する。図１５(a)にはその上面図を示し、図１５(b)には図１５(a
)をP－P'で切断した時の断面図を示す。
【０１２９】
図１５(a)において、1501は基板であり、ここではプラスチック材を用いる。プラスチッ
ク材としては、ポリイミド、ポリアミド、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、PES（ポリエチ
レンサルファイル）、PC（ポリカーボネート）、PET（ポリエチレンテレフタレート）も
しくはPEN（ポリエチレンナフタレート）を板状、もしくはフィルム上にしたものが使用
できる。
【０１３０】
1502は酸化導電膜からなる走査線（陽極）であり、本実施例では酸化亜鉛に酸化ガリウム
を添加した酸化物導電膜を用いる。また、1503は金属膜からなるデータ線（陰極）であり
、本実施例ではビスマス膜を用いる。また、1504はアクリル樹脂からなるバンクであり、
データ線1503を分断するための隔壁として機能する。走査線1502とデータ線1503は両方と
も、ストライプ状に複数形成されており、互いに直交するように設けられている。なお、
図１５(a)では図示していないが、走査線1502とデータ線1503の間には有機化合物膜が挟
まれており、交差部1505が画素となる。
【０１３１】
そして、走査線1502およびデータ線1503はTABテープ1507を介して外部の駆動回路に接続
される。なお、1508は走査線1502が集合してなる配線群を表しており、1509はデータ線15
03に接続された接続配線1506の集合からなる配線群を表す。また、図示していないが、TA
Bテープ1507の代わりに、TABテープにICを設けたTCPを接続してもよい。
【０１３２】
また、図１５(b)において、1510はシール材、1511はシール材1510によりプラスチック材1
501に貼り合わされたカバー材である。シール材1510としては光硬化樹脂を用いていれば
よく、脱ガスが少なく、吸湿性の低い材料が望ましい。カバー材としては基板1501と同一
の材料が好ましく、ガラス（石英ガラスを含む）もしくはプラスチックを用いることがで
きる。ここではプラスチック材を用いる。
【０１３３】
次に、画素領域1512の構造の拡大図を図１５(c)に示す。1513は有機化合物膜である。な
お、図１５(c)に示すように、バンク1504は下層の幅が上層の幅よりも狭い形状になって
おり、データ線1503を物理的に分断できる。また、シール材1510で囲まれた画素部1514は
、樹脂からなる封止材1515により外気から遮断され、有機化合物膜の劣化を防ぐ構造とな
っている。
【０１３４】
以上のような構成からなる本発明の表示装置は、画素部1514が走査線1502、データ線1503
、バンク1504および有機化合物膜1513で形成されるため、非常に簡単なプロセスで作製す
ることができる。
【０１３５】
また、本実施例に示した表示装置の表示面（画像を観測する面）に偏光板をもうけてもよ
い。この偏光板は、外部から入射した光の反射を押さえ、観測者が表示面に映り込むこと
を防ぐ効果がある。一般的には、円偏光板が用いられている。ただし、有機化合物膜から
発した光が偏光板により反射されて内部に戻ることを防ぐため、屈折率を調節して内部反
射の少ない構造とすることが好ましい。
【０１３６】
なお、本実施例の表示装置に含まれる有機発光素子には、本発明で開示した有機発光素子
のいずれを用いてもよい。
【０１３７】
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［実施例６］
本実施例では、実施例５で示した表示装置にプリント配線板を設けてモジュール化した例
を示す。
【０１３８】
図１６(a)に示すモジュールは、基板1601（ここでは、画素部1602、配線1603a、 1603bを
含む）にTABテープ1604が取り付けられ、前記TABテープ1604を介してプリント配線板1605
が取り付けられている。
【０１３９】
ここで、プリント配線板1605の機能ブロック図を図１６(b)に示す。プリント配線板1605
の内部には少なくともI/Oポート（入力もしくは出力部）1606、 1609、データ信号側駆動
回路1607およびゲート信号側回路1608として機能するICが設けられている。
【０１４０】
このように、基板面に画素部が形成された基板にTABテープが取り付けられ、そのTABテー
プを介して駆動回路としての機能を有するプリント配線版が取り付けられた構成のモジュ
ールを、本明細書では特に駆動回路外付け型モジュールと呼ぶことにする。
【０１４１】
なお、本実施例の表示装置に含まれる有機発光素子には、本発明で開示した有機発光素子
のいずれを用いてもよい。
【０１４２】
［実施例７］
本実施例では、実施例４もしくは実施例５に示した表示装置にプリント配線板を設けてモ
ジュール化した例を示す。
【０１４３】
図１７(a)に示すモジュールは、基板1701（ここでは、画素部1702、データ信号側駆動回
路1703、ゲート信号側駆動回路1704、配線1703a、 1704aを含む）にTABテープ1705が取り
付けられ、そのTABテープ1705を介してプリント配線板1706が取り付けられている。プリ
ント配線板1706の機能ブロック図を図１７(b)に示す。
【０１４４】
図１７(b)に示すように、プリント配線板1706の内部には少なくともI/Oポート1707、 171
0、コントロール部1708として機能するICが設けられている。なお、ここではメモリ部170
9を設けてあるが、必ずしも必要ではない。またコントロール部1708は、駆動回路の制御
、映像データの補正などをコントロールするための機能を有した部位である。
【０１４５】
このように、有機発光素子の形成された基板にコントローラーとしての機能を有するプリ
ント配線板が取り付けられた構成のモジュールを、本明細書では特にコントローラー外付
け型モジュールと呼ぶことにする。
【０１４６】
なお、本実施例の表示装置に含まれる有機発光素子には、本発明で開示した有機発光素子
のいずれを用いてもよい。
【０１４７】
［実施例８］
本実施例では、実施例１ないしは実施例２で示したような三重項発光素子を、デジタル時
間階調表示により駆動する表示装置の構成例を示す。本実施例の表示装置は、三重項励起
状態からの発光を利用することによって高い発光効率を達成できると同時に、デジタル時
間階調表示により均一な像を得ることができ、非常に有用である。
【０１４８】
有機発光素子を用いた画素の、回路構成を図１８(a)に示す。Trはトランジスタ、Csはス
トレージキャパシタを表す。この回路においては、ゲート線が選択されると、電流がソー
ス線からTr1に流れ、その信号に対応する電圧がCsに蓄積される。そして、Tr2のゲートお
よびソース間の電圧（Vgs）により制御される電流が、Tr2および有機発光素子に流れるこ
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とになる。
【０１４９】
Tr1が選択されたあとは、Tr1はオフ状態となり、Csの電圧（Vgs）が保持される。したが
って、Vgsに依存するだけの電流を流し続けることができる。
【０１５０】
このような回路を、デジタル時間階調表示により駆動するチャートを図１８(b)に示す。
すなわち、１フレームを複数のサブフレームに分割するわけだが、図１８(b)では、１フ
レームを６つのサブフレームに分割する６ビット階調とした。この場合、それぞれのサブ
フレーム発光期間の割合は、３２：１６：８：４：２：１となる。
【０１５１】
本実施例におけるTFT基板の駆動回路の概要を図１８(c)に示す。ゲートドライバおよびソ
ースドライバは同じ基板上に設けられている。本実施例では、画素回路およびドライバは
、デジタル駆動するように設計されているため、TFT特性のばらつきの影響を受けること
なく、均一な像を得ることができる。
【０１５２】
［実施例９]
上記実施例で述べた本発明の表示装置は、低消費電力で寿命が長いという利点を有する。
したがって、前記表示装置が表示部等として含まれる電気器具は、従来よりも低い消費電
力で動作可能であり、なおかつ長保ちする電気器具となる。特に電源としてバッテリーを
使用する携帯機器のような電気器具に関しては、低消費電力化が便利さに直結する（電池
切れが起こりにくい）ため、極めて有用である。
【０１５３】
また、前記表示装置は、自発光型であることから液晶表示装置のようなバックライトは必
要なく、有機化合物膜の厚みも１μmに満たないため、薄型軽量化が可能である。したが
って、前記表示装置が表示部等として含まれる電気器具は、従来よりも薄型軽量な電気器
具となる。このことも、特に携帯機器のような電気器具に関して、便利さ（持ち運びの際
の軽さやコンパクトさ）に直結するため、極めて有用である。さらに、電気器具全般にお
いても、薄型である（かさばらない）ことは運送面（大量輸送が可能）、設置面（部屋な
どのスペース確保）からみても有用であることは疑いない。
【０１５４】
なお、前記表示装置は自発光型であるために、液晶表示装置に比べて明るい場所での視認
性に優れ、しかも視野角が広いという特徴を持つ。したがって、前記表示装置を表示部と
して有する電気器具は、表示の見やすさの点でも大きなメリットがある。
【０１５５】
すなわち、本発明の表示装置を用いた電気器具は、薄型軽量・高視認性といった従来の有
機発光素子の長所に加え、低消費電力・長寿命という特長も保有しており、極めて有用で
ある。
【０１５６】
本実施例では、本発明の表示装置を表示部として含む電気器具を例示する。その具体例を
図１９および図２０に示す。なお、本実施例の電気器具に含まれる有機発光素子には、本
発明で開示した素子のいずれを用いてもよい。また、本実施例の電気器具に含まれる表示
装置の形態は、図１１～図１８のいずれの形態を用いても良い。
【０１５７】
図１９(a)は有機発光素子を用いたディスプレイであり、筐体1901a、支持台1902a、表示
部1903aを含む。本発明の表示装置を表示部1903aとして用いたディスプレイを作製するこ
とにより、薄く軽量で、長保ちするディスプレイを実現できる。よって、輸送が簡便にな
り、設置の際の省スペースが可能となる上に、寿命も長い。
【０１５８】
図１９(b)はビデオカメラであり、本体1901b、表示部1902b、音声入力部1903b、操作スイ
ッチ1904b、バッテリー1905b、受像部1906bを含む。本発明の表示装置を表示部1902bとし
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て用いたビデオカメラを作製することにより、消費電力が少なく、軽量なビデオカメラを
実現できる。よって、電池の消費量が少なくなり、持ち運びも簡便になる。
【０１５９】
図１９(c)はデジタルカメラであり、本体1901c、表示部1902c、接眼部1903c、操作スイッ
チ1904cを含む。本発明の表示装置を表示部1902cとして用いたデジタルカメラを作製する
ことにより、消費電力が少なく、軽量なデジタルカメラを実現できる。よって、電池の消
費量が少なくなり、持ち運びも簡便になる。
【０１６０】
図１９(d)は記録媒体を備えた画像再生装置であり、本体1901d、記録媒体（CD、LD、また
はDVDなど）1902d、操作スイッチ1903d、表示部(A)1904d、表示部(B)1905dを含む。表示
部(A)1904dは主として画像情報を表示し、表示部(B)1905dは主として文字情報を表示する
。本発明の表示装置をこれら表示部(A)1904dや表示部(B)1905dとして用いた前記画像再生
装置を作製することにより、消費電力が少なく軽量な上に、長保ちする前記画像再生装置
を実現できる。なお、この記録媒体を備えた画像再生装置には、CD再生装置、ゲーム機器
なども含む。
【０１６１】
図１９(e)は携帯型（モバイル）コンピュータであり、本体1901e、表示部1902e、受像部1
903e、操作スイッチ1904e、メモリスロット1905eを含む。本発明の表示装置を表示部1902
eとして用いた携帯型コンピュータを作製することにより、消費電力が少なく、薄型軽量
な携帯型コンピュータを実現できる。よって、電池の消費量が少なくなり、持ち運びも簡
便になる。なお、この携帯型コンピュータはフラッシュメモリや不揮発性メモリを集積化
した記録媒体に情報を記録したり、それを再生したりすることができる。
【０１６２】
図１９(f)はパーソナルコンピュータであり、本体1901f、筐体1902f、表示部1903f、キー
ボード1904fを含む。本発明の表示装置を表示部1903fとして用いたパーソナルコンピュー
タを作製することにより、消費電力が少なく、薄型軽量なパーソナルコンピュータを実現
できる。特に、ノートパソコンのように持ち歩く用途が必要な場合、電池の消費量や軽さ
の点で大きなメリットとなる。
【０１６３】
なお、上記電気器具はインターネットなどの電子通信回線や電波などの無線通信を通じて
配信される情報を表示することが多くなってきており、特に動画情報を表示する機会が増
えている。有機発光素子の応答速度は非常に速く、そのような動画表示に好適である。
【０１６４】
次に、図２０(a)は携帯電話であり、本体2001a、音声出力部2002a、音声入力部2003a、表
示部2004a、操作スイッチ2005a、アンテナ2006aを含む。本発明の表示装置を表示部2004a
として用いた携帯電話を作製することにより、消費電力が少なく、薄型軽量な携帯電話を
実現できる。よって、電池の消費量が少なくなり、持ち運びも楽になる上にコンパクトな
本体にできる。
【０１６５】
図２０(b)は音響機器（具体的には車載用オーディオ）であり、本体2001b、表示部2002b
、操作スイッチ2003b、2004bを含む。本発明の表示装置を表示部2002bとして用いた音響
機器を作製することにより、消費電力が少なく、軽量な音響機器を実現できる。また、本
実施例では車載用オーディオを例として示すが、家庭用オーディオに用いても良い。
【０１６６】
なお、図１９～図２０で示したような電気器具において、さらに光センサを内蔵させ、使
用環境の明るさを検知する手段を設けることで、使用環境の明るさに応じて発光輝度を変
調させるような機能を持たせることは有効である。使用者は、使用環境の明るさに比べて
コントラスト比で100～150の明るさを確保できれば、問題なく画像もしくは文字情報を認
識できる。すなわち、使用環境が明るい場合は画像の輝度を上げて見やすくし、使用環境
が暗い場合は画像の輝度を抑えて消費電力を抑えるといったことが可能となる。
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【０１６７】
【発明の効果】
本発明を実施することにより、赤色の三重項発光素子の輝度低下を抑制し、素子寿命を長
くすることができる。それにより、従来よりも発光効率が高く、寿命が長い赤色の有機発
光素子を提供することができる。
【０１６８】
また、このような赤色の三重項発光素子と、青色および緑色の一重項発光素子とを用いる
ことにより、従来よりも光の三原色のバランスがよい上に消費電力が低く、なおかつ色の
ばらつきの経時変化が小さい表示装置を提供することができる。さらに、前記表示装置を
用いた電気器具を作製することにより、従来よりも消費電力が低い上に表示部が鮮明で、
時間がたっても表示が色あせない電気器具を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来の有機発光素子の構造を示す図。
【図２】有機化合物膜の状態を表す図。
【図３】蒸着装置の構成を示す図。
【図４】有機発光素子の構造を示す図。
【図５】有機発光素子の構造を示す図。
【図６】有機化合物膜の状態を表す図。
【図７】蒸着装置の構成を示す図。
【図８】蒸着装置の構成を示す図。
【図９】表示装置の形成の手順を示す図。
【図１０】各画素の構成を示す図。
【図１１】表示装置の断面構造を示す図。
【図１２】表示装置の断面構造を示す図。
【図１３】表示装置の断面構造を示す図。
【図１４】表示装置の上面構造および断面構造を示す図。
【図１５】表示装置の上面構造および断面構造を示す図。
【図１６】表示装置の構成を示す図。
【図１７】表示装置の構成を示す図。
【図１８】表示装置の構成を示す図。
【図１９】電気器具の具体例を示す図。
【図２０】電気器具の具体例を示す図。
【図２１】蒸着源の具体例を示す図。
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